
　

日頃は「鈴木さだはる後援会」に対し、ご支援ならびにご協力を賜り感謝申し上げます。

新しい年になり、それぞれのお立場で夢や希望に満ち溢れていることと思います。今年の干支「午年」は、挑戦や

成功、出世運と結びつけられ、新しいことに挑戦するのにもぴったりの一年とも言われています。馬は社交性や行

動力の象徴でもあり、人とのつながりを大切にし、積極的に動くことでチャンスが広がる年とも言えるそうです。

この一年が、皆さまにとって健康で、幸せが多く訪れることを願っております。

また市民の皆さまの安心・安全な生活が出来ますように、これからも行政に対して働きかけ行動してまいります。

（鈴木さだはる後援会だより No.32）
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【議会情報】

ごあいさつ

〈審議結果〉

〈12月議会での主な補正予算事業〉

農業用施設等補修事業（拡充）

拡充分 13,000千円事業費

事業の概要

スクミリンゴガイ（ジャンボタニシ）による水稲（すいとう）

の食害に対応するため、生息場所になる排水路内の

土砂の浚渫（しゅんせつ）を行う

（1）事業箇所 東境町

（2）排水路浚渫工事 880m

〈令和7年度補正予算表〉

※条例議案、予算議案で一部反対意見あり

（総事業費 29,396千円）

N

排水路浚渫工事

※浚渫工事とは、河川や港湾などの水底を掘り下げ、水深を確保する土木工事のこと。

※スクミリンゴガイ（ジャンボタニシ）は、淡水巻貝の一種で、水稲等を食害します。

駐車場等改修事業（拡充）

拡充分 7,414千円事業費

事業の概要

建築から28年が経過した東刈谷駅北口立体

自転車駐車場の長寿命化を図るため、外壁

及び屋根を改修する

（総事業費 16,163千円）

（1）外壁改修工事 （2）屋根改修工事
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※駐車場という表現は、事業会計名となっています。



【あとがき】新年を迎え、先のお便りでもご案内させていただきましたが、

市内商業者支援のため公式LINEを利用したデジタルクーポンが、第1

弾として1月14日～28日、第2弾2月4日～18日までと2回に分けて

実施されます。刈谷市公式LINEを登録されてない方は、この機会に

登録をおすすめします。

これから冬本番を迎えます。3ヵ月予報によりますと、平

年に比べ晴れの日が多く、降水量も平年並み、気温も

平年並みだということですが、寒暖差にはご留意いただ

き、この冬を乗り切りましょう。

【1月の予定】

1日 歳旦祭

6日 連合愛知交礼会

10日 下り松川河川愛護活動

11日 二十歳の集い

13日 BW座談会（吉原地区）

14日 衣浦定住自立圏共生講演会

27日 西三河市議会議員合同研修

鈴木 さだはる後援会 ; 刈谷市一里山町金山100番地 トヨタ車体労働組合会館内 (TEL) 0566－36－3870

【1月の暦】

1日 元旦

5日 小寒

7日 七草

12日 成人の日

15日 小正月

17日 土用

20日 大寒

及び屋根を改修する （1）外壁改修工事 （2）屋根改修工事

刈谷市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 可決

（通称；こども誰でも通園制度）【事業内容】

生後６か月から満３歳未満の未就園児を対象に、保護者の理由に関わらず、保育所等を一定時間まで

柔軟に利用できる通園制度で、集団生活の機会を通じてこどもの成長を応援し、保護者の子育てに関する

相談支援などを行う事業。

【通園できる保育園（予定）】…おがきえ保育園(小垣江町南堀24)、

あおば保育園(神明町3-501)

【入園基準】…保護者の理由に関係なく誰でも入園できる

【対象年齢】…生後6カ月～3歳未満

【開始時期】…令和8年4月～

【情報展開】…2月市民だよりに掲載予定

物価高対応子育て応援手当支給事業 可決

※問い合わせ、不明点は、

子ども課（62-1014）まで

令和7年度刈谷市一般会計補正予算（第5号）
（最終日に追加上程）

【事業内容】

対象者…令和7年9月30日を基準日として0歳から高校3年生年代までのこどもを養育する市内在住の

父母等（令和8年3月31日までに出生した新生児の父母等含む）

支給額…こども一人当たり一律、2万円

支給日…令和8年2月～順次支給

支給通知…1月中旬から刈谷市児童手当受給者へ順次郵送

（刈谷市以外で勤務する公務員の方は、申請が必要）

議員提出議案（刈谷市議会 会議規則・委員会条例の一部改正） 可決

受給方法…児童手当受給口座に振込

（振込口座を変更する場合等は、申請が必要）
※問い合わせ、不明点は、

子育て推進課（62-1061）まで

議員提出議案が可決され、地方自治法の一部改正で議会活動のデジタル化に伴い、各種委員会がオン

ラインで参加可能（基本は、参集）となります。また、請願書提出方法について、持参または郵送から「あ

いち電子申請・届出システム」にて申請、陳情書についても、紙での提出方法から「あいち電子申請・届出

システム」での提出ができるように追加されました。従来の紙でも提出できます。

（市公式LINEQRコード）


